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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第61期
第３四半期
連結累計期間

第62期
第３四半期
連結累計期間

第61期
第３四半期
連結会計期間

第62期
第３四半期
連結会計期間

第61期

会計期間

自 平成22年
１月１日

至 平成22年
９月30日

自 平成23年
１月１日

至 平成23年
９月30日

自 平成22年
７月１日

至 平成22年
９月30日

自 平成23年
７月１日

至 平成23年
９月30日

自 平成22年
１月１日

至 平成22年
12月31日

売上高（百万円） 62,053 65,452 18,072 20,384 83,253

経常利益又は経常損失（△）（百万円） 609 906 △426 △934 533

四半期純損失（△）又は当期純利益（百万円） △464 △1,666 △610 △2,391 186

純資産額（百万円） － － 35,567 34,837 36,017

総資産額（百万円） － － 75,380 84,046 77,551

１株当たり純資産額（円） － － 694.41 664.04 707.70

１株当たり四半期純損失金額（△）又は当期純

利益金額（円）
△9.17 △33.53 △12.12 △48.11 3.70

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利

益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 45.8 39.3 45.4

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △190 2,529 － － 2

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △253 1,064 － － 1,497

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 1,961 △1,865 － － 1,211

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（百万円）
－ － 9,603 12,516 10,788

従業員数（人） － － 2,828 3,314 2,827

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

        ２．売上高には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）を含めておりません。

 ３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。　
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成23年９月30日現在

従業員数（人） 3,314  

　（注）１.従業員数は就業人員です。

　　　　２.従業員数が当第３四半期連結会計期間において509名増加した主な要因は、設備機器関連事業において、株式会社

ダルトン及び同社の子会社を当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に含めたためです。

 

(2）提出会社の状況

 平成23年９月30日現在

従業員数（人） 2,087  

　（注）従業員数は就業人員です。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（1）生産実績

　当第３四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日）

　
前年同四半期比（％）

　

オフィス関連事業（百万円） 4,521 －

設備機器関連事業（百万円） 5,130 －

報告セグメント計（百万円） 9,652 －

その他（百万円） － －

合計（百万円） 9,652 －

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には消費税等を含めておりません。

 

（2）受注状況

　当社グループは見込生産を主体としているため、受注状況の記載を省略しております。

（3）販売実績

　当第３四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日）

　
前年同四半期比（％）

　

オフィス関連事業（百万円） 9,882 －

設備機器関連事業（百万円） 9,860 －

報告セグメント計（百万円） 19,743 －

その他（百万円） 641 －

合計（百万円） 20,384 －

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には消費税等を含めておりません。

　

２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものです。 

 

(1) 業績の状況

当第３四半期連結会計期間におけるわが国の景気は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による甚大な

損害と消費の低迷により、厳しい状況が続く中、徐々に上向きの動きも見られるものの、原発事故の影響による全

国的な電力不足が継続しており、さらに欧州の経済不安、円高の進行などの懸念材料もあり、不透明な状況で推移

いたしました。

このような経営環境のもと、当社グループは、徹底した「顧客第一主義」に基づき、オンリーワン製品の提供と、

顧客の経営課題解決に最優先で対応し、新しい顧客満足を実現するソリューション営業の展開により売上拡大を

図るとともに、震災後の復旧・復興ニーズを最優先し迅速に対応いたしました。さらに、全社を挙げた原価低減活

動を含む総経費の削減等に取り組みました。

また、新たな取り組みとして、海外市場において、アジアを中心とする新興国の現地市場での事業拡大のため、海

外向け新ブランド「joyten」を立ち上げ、現地企業とのパートナーシップの構築により現地仕様商品化を開始し

ました。

なお、当社は平成23年４月18日付で持分法適用関連会社であった株式会社ダルトンの株式を取得し子会社とい

たしました。これに伴い、当第３四半期連結会計期間より同社及び同社の子会社を新規連結しております。

当第３四半期連結会計期間の売上高は203億84百万円（前年同期比12.8%増）、営業損失は10億14百万円（前年

同期は８億70百万円の損失）、経常損失は９億34百万円（前年同期は４億26百万円の損失）、特別損失に希望退職

者募集の結果に伴う割増加算退職金等を計上したことにより、四半期純損失は23億91百万円（前年同期は６億10

百万円の損失）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりです。

なお、第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。また、各セグメントの前年同期比については、前年同期の実績を新セグ

メントに組み替えて算出しております。

[オフィス関連事業]

この事業については、最新技術を駆使したクリエイティブ・オフィスやエコ・オフィスを具体的に体感いただ

けるソリューション提案を展開し、需要喚起に努めました。また、首都圏や主要都市における新築、移転、リニュー

アル需要に対して、多様化するワークスタイルへの対応や地球環境に配慮した商品の提供に加え、セキュリティに

関するコンサルティングを強化し販売拡大に取り組みました。

業績は、売上高98億82百万円（前年同期比7.4%減）、営業損失２億86百万円（前年同期は２億24百万円の損失）

となりました。

[設備機器関連事業]

この事業については、オフィス関連事業との協働で、建材、物流設備、セキュリティ設備におけるソリューション

型営業の展開に注力しました。また、研究設備、商業施設設備等においては、差別化製品の開発や他社との協業によ

る商品・サービスの機能拡張に努めました。特に、研究設備分野では、資本・業務提携を行った株式会社ダルトン

との協働により、両社の強みを発揮した営業活動を展開し販売拡大に注力しました。

なお、当第３四半期連結会計期間より新規連結いたしました株式会社ダルトン及び同社の子会社については、当

該セグメントに含まれております。

業績は、売上高98億60百万円（前年同期比46.0%増）、営業損失６億41百万円（前年同期は５億64百万円の損

失）となりました。

[その他]

この事業については、学習家具分野において、消費電力が少ないフルＬＥＤ照明を搭載した学習デスクがご好評

をいただきました。しかし少子化により需要が減少傾向にある中、厳しい収益環境で推移しました。

業績は、売上高６億41百万円（前年同期比0.8%減）、営業損失86百万円（前年同期は81百万円の損失）となりま

した。
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(2)財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間より株式会社ダルトン及び同社の子会社を新規連結した結果、総資産、負債及び純資

産が変動しております。

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて64億94百万円増加し840億46百万円となり

ました。これは主に投資有価証券が11億40百万円減少しましたが、土地が25億28百万円、仕掛品が14億70百万円そ

れぞれ増加したことによるものです。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて76億74百万円増加し492億９百万円となりました。これは主に、短期借入

金が21億97百万円、支払手形及び買掛金が19億66百万円、退職給付引当金が15億44百万円それぞれ増加したことに

よるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて11億79百万円減少し348億37百万円となりました。これは主に、少数株主持

分が９億91百万円増加しましたが、利益剰余金が19億15百万円減少したことによるものです。また、自己資本比率

は39.3％となり、前連結会計年度末に比べて6.1ポイント低下しております。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比

べ、17億27百万円の資金の増加があり125億16百万円となりました。

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

営業活動による資金の減少は24億99百万円（前年同期は15億59百万円の減少）となりました。この主なものは、

減価償却費の計上や売上債権の減少などがありましたが、税金等調整前四半期純損失の計上、棚卸資産の増加及び

仕入債務の減少等によるものです。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

投資活動による資金の増加は25億91百万円（前年同期は７億91万円の減少）となりました。この主なものは株

式会社ダルトン及び同社の子会社を連結範囲に含めたことに伴う子会社株式の取得による収入等によるもので

す。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

財務活動による資金の減少は15億90百万円（前年同期は10億６百万円の増加）となりました。この主なものは、

短期借入金の減少、長期借入金の返済による支出等によるものです。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３

号本文に規定されるものをいい、以下「基本方針」という。）を定めており、その内容等は次のとおりです。

Ⅰ．基本方針の内容

　当社は、平成20年２月18日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り

方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号本文に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいま

す。）を下記のとおり定めております。

当社はその株式を上場し自由な取引を認める以上、支配権の移転を伴う当社株式の大量取得提案に応じるか否

かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に委ねられるべきものと考えております。また、当社は、大量取得行為で

あっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、大量取得提案の中には、①買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、企業価値・株主共同の利益に

対する明白な侵害をもたらすもの、②株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社の

取締役会や株主の皆様が大量取得行為の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案す

るための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益を毀損するものも少なく

ありません。

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業

価値・株主共同の利益の継続的な確保・向上に資する者であるべきであり、当社の企業価値・株主共同の利益を

毀損するおそれのある大量取得提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当では

ないと考えます。したがって、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることによ

り、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
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Ⅱ．基本方針の実現に資する取組みの概要

１．企業価値の源泉について

当社は、明治23年（1890年）に伊藤喜商店として大阪で創業後、大正、昭和、平成と続く時代の変遷の中で、着実

な足どりで日本経済の歴史とともに歩み、日本のオフィスの発展に大きな役割を果たしてきました。その間、昭和

25年（1950年）には製造部門が分離独立するなど時代に合った経営を行い発展してまいりましたが、平成17年

（2005年）６月に新たな企業価値の創造に向けて、製販統合を行い、半世紀余ぶりにひとつの企業として生まれ変

わりました。お客様のニーズをよりスピーディに反映させる市場中心主義を徹底し、さらなる飛躍と持続的な成長

を目指して、創業120年を迎えた今でも、つねに創業時代の精神に立ちかえり、たゆまぬ挑戦を続ける当社の企業価

値の源泉は、「コラボレーション＆ソリューション提案力」「製販一体化による顧客ニーズ対応力」「老舗であ

りながら新進気鋭のブランド力」「企業文化・風土」の４点の結びつきにより生み出されるものであるといえま

す。

以上の企業価値の創出は、いずれも当社とステークホルダーとの中長期的かつ良好な信頼関係があって初めて

実現できるものです。当社にとってお客様、お取引先様、代理店様及び従業員との良好な関係を築き、維持すること

が最大の企業価値の源泉であるといえます。

２．企業価値向上のための取組みについて

当社は、上記１．のとおりの当社の企業価値の源泉を踏まえて、平成17年（2005年）６月の製販統合時に中期

経営計画「2008年ビジョン」を策定以降、それぞれ平成20年（2008年）、平成22年（2010年）を初年度とする３か

年の中期経営計画を策定し、経営努力を継続することにより、当社の企業価値向上に邁進してまいりましたが、過

年度の実績及び経営環境の変化等を踏まえ１年ごとに更新を行うローリング方式を採用することとし、平成22年

（2010年）よりスタートしていた中期経営計画の数値目標等を修正し、「中期経営計画ローリングプラン2013」

（以下、「本ローリングプラン」といいます。）を策定いたしました。本ローリングプランでは、市場変動に耐え安

定した収益基盤の再構築に徹底して取り組みながら、現在の強みと将来の展開を見直し、成長分野・重点分野へと

経営資源をシフトすることで成長軌道への早期回復に向けて軸足を移していきます。さらに、感動を分かち合える

業界のリーディングカンパニーを目指し、一層の企業価値向上のため、「成長戦略による売上高の拡大」「効率性

の向上」「企業文化・風土の融合・昇華」の諸施策を推進してまいります。

３．コーポレート・ガバナンスについて

当社は、企業倫理・遵法精神に基づき、コンプライアンスの徹底と経営の透明性、公正性を向上させ、また、積極

的な情報開示に努めることで企業に対する信頼を高め、企業価値の向上を目指したコーポレート・ガバナンスの

構築に取り組んでおります。

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組みの概要

　当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、平成20年３月28日開催の当

社第58回定時株主総会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を導入いたしました。

その有効期限の満了にともない、平成23年３月25日開催の当社第61回定時株主総会（以下「本株主総会」といい

ます。）において株主の皆様のご承認をいただき、内容の一部を変更し（以下、変更後の対応策を「本プラン」と

いいます。）、更新いたしております。

１．本プランへの更新の目的

　本プランは、当社株式に対する大量取得提案が行われた際に、当該大量取得行為に応じるべきか否かを株主の

皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な時間及び情報を確保する

とともに、株主の皆様のために大量買付者と協議・交渉等を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業

価値・株主共同の利益に反する大量取得行為を抑止することを目的としております。

　当社取締役会は、引き続き、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための枠組みが必要であると判断し、本株主総会で株主の皆様にご承認いただき、本プラ

ンに更新いたしております。

２．本プランの概要

　本プランは買付者等が現れた場合に、買付者等に事前に情報提供を求める等、上記の１．「本プランへの更新

の目的」を実現するための必要な手続を定めております。

　買付者等は、本プランに定めた手続に従い、当該買付等が本プランに定める発動の要件に該当せず、当社取締役

会において本プランを発動しない旨が決定された場合には、当該決定時以降、買付者等は当社株式の大量買付等

を行うことができるものとされ、株主の皆様において買収提案に応じるか否かをご判断いただくことになりま

す。

　一方、買付者等が、本プランに定めた手続に従うことなく当社株式等の大量買付等を行う場合や、当該買付等が

本プランに定める発動の要件を充たし、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそ

れが合理的根拠をもって明らかであると判断されるような例外的な場合は、当社は、買付者等による権利行使は

原則認められないとの行使条件及び当社が買付者等以外から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の

取得条項が付された新株予約権を、その時点における当社を除く全ての株主に対して、新株予約権無償割当ての

方法で割り当てます。

　本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得にともなって買付者等以外

の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社の議決権割合は最大50％まで希釈化さ

れる可能性があります。
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　当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、取締役会の恣

意性を排除するため、引き続き、当社経営陣から独立した委員による独立委員会を設置し、その客観的な判断を

経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には株主意思確認のため株

主総会を招集し、新株予約権の無償割当て実施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。

　こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報の公表または開示を行い、その透明性を確保す

ることとしております。

３．本プランの有効期間、廃止及び変更

　本プランの有効期間は、本株主総会終結後３年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会の終結の時までとします。

　但し、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、もしくは当社株主総会で選任された取締役（当社

取締役の任期は１年となっており、毎年の取締役の選任を通じ、株主の皆様のご意向を反映させることが可能で

す。）による取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃

止されるものとします。

　また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品取引所規則等の新

設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映することが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修

正を行うことが適切である場合、又は当社株主に不利益を与えない場合等、本株主総会決議の趣旨に反しない場

合には、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。

　なお、本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトのＩＲ情報に掲載しております、

平成23年２月17日付の当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新に

ついて」をご覧ください。

Ⅳ．上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

１．基本方針の実現に資する取組み（上記Ⅱ．）について

　当社は、上記Ⅱ．に記載の各施策は、基本方針に沿って当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的

に確保、向上するための具体的方策として策定されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするも

のではないと考えております。

２．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み（上記Ⅲ．）について

　当社は、以下の理由から本プランについて当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会

社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

(a)　本プランが基本方針に沿うものであること

　本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判

断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、または株主

の皆様のために買付者等と協議・交渉等を行うことを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利

益を確保することを目的として改定され更新されたものであり、基本方針に沿うものです。

(b)　買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事

前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を完全に充足しております。また、経済産業省に設置さ

れた企業価値研究会が平成20年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在

り方」の内容も踏まえたものとなっております。

(c)　株主意思を重視するものであること

　本プランは、本株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、改定され更新しております。

　また、本プランは、有効期間を約３年間とするいわゆるサンセット条項が設けられており、かつ、その有効期間

の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランは

その時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの消長は、当社株主の皆様の意思に基づくことと

なっております。
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(d)　独立性の高い社外者の判断の重視と株主への情報提供

　当社は、本プランへの更新にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、本プランの発動及び

廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として引き続き独立委員会を設置します。

　独立委員会は、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業価値・株主の共同利益を毀損するか否かなど

の実質的な判断を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の機関としての決議を行うことと

します。このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視するとともに、その判断の概

要については株主の皆様に公表することとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本プ

ランの透明な運営が行われる仕組みが確保されております。

(e)　合理的な客観的要件の設定

　本プランは、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締

役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

(f)　デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、廃止するこ

とが可能であるため、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻

止できない買収防衛策）ではありません。また、当社取締役の任期は１年であり、当社は取締役の期差任期制を

採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことがで

きないため、その発動を阻止するために時間を要する買収防衛策）でもありません。

 

 (5) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は３億69百万円です。

なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の重要な変更はありません。  
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

  当第３四半期連結会計期間において、株式会社ダルトン及び同社の子会社を新たに連結子会社としたことによ

り、同社の統括業務施設が当社グループの主要な設備となりました。その設備の状況は、次のとおりです。

国内子会社　
平成23年６月30日現在

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の
内容

帳簿価額
従業
員数
（人）

建物及び
構築物
（百万円）

機械装置
及び運搬
具
(百万円)

土地
（百万円）
(面積㎡)

リース
資産
(百万円)

その他
（百万円）

合計
（百万円）

㈱ダルトン

テクノパーク

(静岡県藤枝

市)

設備機器

関連事業

統括業務

施設
515 －

869

(17,637.61)
－ 15 1,39928

　(注) １. 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品であり、建設仮勘定を含んでおりません。　

２. 上記の金額には消費税等を含んでおりません。

３. 土地は、連結調整後の金額で表示しております。

  

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありま

せん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 149,830,000

計 149,830,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年11月10日）

上場金融商品取引
所名又は登録認可
金融商品取引業協
会名

内容

普通株式 52,143,948 52,143,948

東京証券取引所

（市場第一部）

大阪証券取引所

（市場第一部）

・完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら限

定のない当社におけ

る標準となる株式

・単元株式数　100株 

計 52,143,948 52,143,948 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。  

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成23年７月１日～ 

平成23年９月30日 
－ 52,143,948 － 5,277 － 10,816

 

（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。　
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成23年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。　

　

①【発行済株式】

　 平成23年９月30日現在

 区分  株式数（株）  議決権の数（個）  内容

無議決権株式  －  －  －

議決権制限株式（自己株式等）  －  －  －

議決権制限株式（その他）  －  －  －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　 2,440,100
 －

 権利内容に何ら限定の

 ない当社における標準

 となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式　49,643,900 496,439  同上

単元未満株式 普通株式　    59,948  －  同上

発行済株式総数 52,143,948  －  －

総株主の議決権  － 496,439  －

 

②【自己株式等】

　 平成23年９月30日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱イトーキ
大阪市城東区今福

東１丁目４番12号
2,440,100－ 2,440,100 4.6

 計  － 2,440,100－ 2,440,100 4.6

　

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成23年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 239 232 222 208 193 182 193 190 191

最低（円） 205 206 131 183 176 166 172 167 160

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりです。

(１）役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役
常務執行役員　
（企画本部長 兼
管理本部長）

取締役
常務執行役員
（企画本部長）

細田　久雄 平成23年７月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

  なお、前第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成23年７月１日から平成23年９月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成23年１月１日から

平成23年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平

成22年９月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成23年７月１日から平成23年９月30日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責

任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,822 10,940

受取手形及び売掛金 20,518 20,684

有価証券 271 174

商品及び製品 2,763 2,759

仕掛品 2,603 1,133

原材料及び貯蔵品 1,439 927

その他 1,193 1,090

貸倒引当金 △200 △179

流動資産合計 42,412 37,531

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 13,877

※1
 13,782

土地 10,205 7,676

その他（純額） ※1
 4,432

※1
 4,850

有形固定資産合計 28,515 26,309

無形固定資産

のれん 19 28

その他 827 775

無形固定資産合計 847 803

投資その他の資産

投資有価証券 6,000 7,141

その他 7,601 7,147

貸倒引当金 △930 △981

投資損失引当金 △400 △400

投資その他の資産合計 12,271 12,907

固定資産合計 41,634 40,020

資産合計 84,046 77,551
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 17,733 15,767

短期借入金 10,046 7,849

1年内償還予定の社債 284 －

未払法人税等 279 138

賞与引当金 551 449

受注損失引当金 89 62

製品保証引当金 17 －

違約金損失引当金 127 127

その他 4,699 3,814

流動負債合計 33,829 28,208

固定負債

社債 154 －

長期借入金 3,838 4,064

退職給付引当金 6,435 4,890

役員退職慰労引当金 147 69

製品自主回収関連損失引当金 266 286

負ののれん 13 20

その他 4,524 3,993

固定負債合計 15,379 13,325

負債合計 49,209 41,534

純資産の部

株主資本

資本金 5,277 5,277

資本剰余金 13,020 13,021

利益剰余金 16,021 17,936

自己株式 △1,177 △1,177

株主資本合計 33,142 35,057

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3 250

為替換算調整勘定 △133 △131

評価・換算差額等合計 △137 118

少数株主持分 1,832 840

純資産合計 34,837 36,017

負債純資産合計 84,046 77,551
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年９月30日)

売上高 62,053 65,452

売上原価 42,400 43,697

売上総利益 19,652 21,755

販売費及び一般管理費 ※1
 19,804

※1
 21,275

営業利益又は営業損失（△） △151 480

営業外収益

受取利息 60 56

受取配当金 76 72

負ののれん償却額 11 7

持分法による投資利益 122 113

受取賃貸料 203 200

受取保険金 106 －

保険配当金 160 －

その他 308 267

営業外収益合計 1,050 717

営業外費用

支払利息 137 136

減価償却費 83 －

その他 67 154

営業外費用合計 288 291

経常利益 609 906

特別利益

固定資産売却益 16 －

投資有価証券売却益 52 －

貸倒引当金戻入額 7 31

製品自主回収関連損失引当金戻入額 143 －

負ののれん発生益 － 97

その他 29 16

特別利益合計 249 144

特別損失

固定資産除却損 17 －

固定資産売却損 0 －

投資有価証券評価損 783 81

関係会社株式評価損 10 187

関係会社貸倒引当金繰入額 30 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 201

課徴金 ※2
 128 －

災害による損失 － ※3
 285

特別退職金 － ※4
 1,448

その他 65 332

特別損失合計 1,035 2,536
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年９月30日)

税金等調整前四半期純損失（△） △176 △1,485

法人税、住民税及び事業税 266 342

法人税等調整額 △38 △13

法人税等合計 227 329

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,814

少数株主利益又は少数株主損失（△） 59 △147

四半期純損失（△） △464 △1,666
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年７月１日
　至　平成23年９月30日)

売上高 18,072 20,384

売上原価 12,599 13,911

売上総利益 5,473 6,473

販売費及び一般管理費 ※1
 6,343

※1
 7,488

営業損失（△） △870 △1,014

営業外収益

受取利息 16 19

受取配当金 7 6

負ののれん償却額 2 2

持分法による投資利益 134 －

受取賃貸料 66 66

受取保険金 33 －

保険配当金 160 49

その他 111 54

営業外収益合計 533 199

営業外費用

支払利息 46 55

持分法による投資損失 － 0

減価償却費 27 －

その他 14 62

営業外費用合計 88 118

経常損失（△） △426 △934

特別利益

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 8 10

製品自主回収関連損失引当金戻入額 29 －

負ののれん発生益 － 97

その他 3 4

特別利益合計 42 111

特別損失

固定資産除却損 13 －

固定資産売却損 0 －

投資有価証券評価損 132 14

減損損失 45 －

特別退職金 － ※2
 1,448

その他 4 132

特別損失合計 196 1,595

税金等調整前四半期純損失（△） △580 △2,417

法人税、住民税及び事業税 20 83

法人税等調整額 △1 21

法人税等合計 18 105

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,523

少数株主利益又は少数株主損失（△） 11 △131

四半期純損失（△） △610 △2,391
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △176 △1,485

減価償却費 2,226 1,905

減損損失 45 －

のれん償却額 △3 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △106 △55

賞与引当金の増減額（△は減少） 317 △53

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11 △23

受注損失引当金の増減額（△は減少） △92 26

退職給付引当金の増減額（△は減少） 174 114

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8 △5

製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減
少）

△270 △20

リコール損失引当金の増減額（△は減少） △5 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） － 0

受取利息及び受取配当金 △137 △128

支払利息 137 136

持分法による投資損益（△は益） △122 △113

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △51 △1

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 793 269

固定資産売却損益（△は益） △16 0

課徴金 128 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,194 4,332

たな卸資産の増減額（△は増加） △268 △577

仕入債務の増減額（△は減少） △915 △2,436

その他 △323 836

小計 118 2,719

利息及び配当金の受取額 135 128

利息の支払額 △116 △118

法人税等の支払額 △199 △200

課徴金の支払額 △128 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △190 2,529
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,502 △507

定期預金の払戻による収入 1,685 431

有形固定資産の取得による支出 △488 △899

有形固定資産の売却による収入 23 131

投資有価証券の取得による支出 △543 △262

関係会社株式の取得による支出 △424 －

投資有価証券の売却による収入 278 4

投資有価証券の償還による収入 797 200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 2,141

短期貸付金の増減額（△は増加） △81 12

長期貸付けによる支出 △50 △90

長期貸付金の回収による収入 74 64

その他 △21 △162

投資活動によるキャッシュ・フロー △253 1,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △241 △123

長期借入れによる収入 3,200 －

長期借入金の返済による支出 △408 △1,293

社債の償還による支出 － △25

自己株式の取得による支出 △230 －

配当金の支払額 △253 △248

少数株主への配当金の支払額 △5 △5

その他 △99 △170

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,961 △1,865

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,516 1,727

現金及び現金同等物の期首残高 8,087 10,788

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 9,603

※
 12,516
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

（1）連結の範囲の変更

　㈱上田商事は、第１四半期連結会計期間において清算したため、連結の範囲から除外

しております。

　第２四半期連結会計期間に、㈱ダルトンの第三者割当増資を引き受けることにより

子会社としましたが、四半期連結決算日が異なることから、当第３四半期連結会計期

間より同社及び同社の子会社（５社）を連結の範囲に含めております。

（2）変更後の連結子会社の数

　17社

２．持分法の適用に関する事

項の変更

（1）持分法適用関連会社の変更

　㈱ダルトンは、当第３四半期連結会計期間より持分法適用の範囲から除外しており

ます。

　第２四半期連結会計期間に、㈱ダルトンの第三者割当増資を引き受けることにより

子会社としましたが、四半期連結決算日が異なることから、当第３四半期連結会計期

間より同社の持分法適用関連会社である USA DALTON Corporation を持分法適用の

範囲に含めております。

（2）変更後の持分法適用関連会社の数

　１社

３．会計処理基準に関する事

項の変更

（1）資産除去債務に関する会計基準の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。

　これにより、営業利益及び経常利益がそれぞれ７百万円減少し、税金等調整前四半期

純損失が208百万円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去

債務の変動額は115百万円であります。　

（2）「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面

の取扱い」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 

平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取

扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。　　
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【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

 （四半期連結損益計算書）

１．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当

第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

２．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「受取保険金」は、営業外収益総額の100分の20を下回

るため、当第３四半期連結累計期間から営業外収益の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結

累計期間の受取保険金は、営業外収益の「その他」に53百万円含まれております。

３．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「保険配当金」は、営業外収益総額の100分の20を下回

るため、当第３四半期連結累計期間から営業外収益の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結

累計期間の保険配当金は、営業外収益の「その他」に50百万円含まれております。

４．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「減価償却費」は、営業外費用総額の100分の20を下回

るため、当第３四半期連結累計期間から営業外費用の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結

累計期間の減価償却費は、営業外費用の「その他」に55百万円含まれております。

５．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「固定資産売却益」は、特別利益総額の100分の20を下

回るため、当第３四半期連結累計期間から特別利益の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結

累計期間の固定資産売却益は、特別利益の「その他」に０百万円含まれております。

６．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「投資有価証券売却益」は、特別利益総額の100分の20

を下回るため、当第３四半期連結累計期間から特別利益の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期

連結累計期間の投資有価証券売却益は、特別利益の「その他」に１百万円含まれております。

７．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「製品自主回収関連損失引当金戻入額」は、特別利益

総額の100分の20を下回るため、当第３四半期連結累計期間から特別利益の「その他」に含めて表示しております。な

お、当第３四半期連結累計期間の製品自主回収関連損失引当金戻入額は、特別利益の「その他」に９百万円含まれて

おります。

８．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「固定資産除却損」は、特別損失総額の100分の20を下

回るため、当第３四半期連結累計期間から特別損失の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結

累計期間の固定資産除却損は、特別損失の「その他」に23百万円含まれております。

９．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「固定資産売却損」は、特別損失総額の100分の20を下

回るため、当第３四半期連結累計期間から特別損失の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結

累計期間の固定資産売却損は、特別損失の「その他」に０百万円含まれております。

　

 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

 （四半期連結損益計算書）

１．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当

第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

２．前第３四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました「受取保険金」は、営業外収益総額の100分の20を下回

るため、当第３四半期連結会計期間から営業外収益の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結

会計期間の受取保険金は、営業外収益の「その他」に８百万円含まれております。

３．前第３四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました「減価償却費」は、営業外費用総額の100分の20を下回

るため、当第３四半期連結会計期間から営業外費用の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結

会計期間の減価償却費は、営業外費用の「その他」に19百万円含まれております。

４．前第３四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました「固定資産売却益」は、特別利益総額の100分の20を下

回るため、当第３四半期連結会計期間から特別利益の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結

会計期間の固定資産売却益は、特別利益の「その他」に０百万円含まれております。

５．前第３四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました「固定資産除却損」は、特別損失総額の100分の20を下

回るため、当第３四半期連結会計期間から特別損失の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結

会計期間の固定資産除却損は、特別損失の「その他」に４百万円含まれております。

６．前第３四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました「固定資産売却損」は、特別損失総額の100分の20を下

回るため、当第３四半期連結会計期間から特別損失の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結

会計期間の固定資産売却損は、特別損失の「その他」に０百万円含まれております。

　　

　　

【追加情報】
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

　当第３四半期連結会計期間より、㈱ダルトン及び同社の子会社を新たに連結の範囲に含めたことから、製品保証引当金

を計上しております。

製品保証引当金の計上基準 

　納入した製品の保証に対する費用の支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を引当計上しております。

　

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年12月31日）

※１. 有形固定資産の減価償却累計額は、46,795百万円で

す。

　２. 受取手形割引高は、2,298百万円です。

　３. 偶発債務

 　　 次の関係会社について金融機関からの借入に対し、債

務保証を行っております。

　　　伊藤喜商貿（上海）有限公司

42百万円（ 3百万元）

      Itoki(Thailand)Co.,LTD.

 49百万円（20百万タイバーツ）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、41,969百万円で

す。

 ─────────

　３. 偶発債務

 　　 次の関係会社について金融機関からの借入に対し、債

務保証を行っております。

　　　伊藤喜商貿（上海）有限公司　

30百万円（ 2百万元）

      Itoki(Thailand)Co.,LTD.

54百万円（20百万タイバーツ）

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

 ※１.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。

従業員給与手当 7,741百万円

賞与引当金繰入額 342百万円

退職給付費用 657百万円

役員退職慰労引当金繰入額 13百万円

貸倒引当金繰入額 0百万円

 ※２.当社は、防衛省航空自衛隊が発注したオフィス家具

等の事務用品に関して、公正取引委員会による立ち

入り調査を受け、平成22年３月30日、同委員会から独

占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）に違反す

る行為が認められるとして、排除措置命令及び課徴

金納付命令を受け、128百万円を特別損失に「課徴

金」として計上しております。

───────

　

　

───────

　

 ※１.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。

従業員給与手当 8,289百万円

賞与引当金繰入額 288百万円

退職給付費用 728百万円

役員退職慰労引当金繰入額 18百万円

貸倒引当金繰入額 3百万円

 ───────

　

　

　

　

　

　

 ※３.平成23年３月11日に発生した東日本大震災による損

失額であり、主として被災した物流センター等での

たな卸資産の廃棄損です。

 ※４.希望退職者募集の結果に伴う割増加算退職金及び再

就職支援費用等です。
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

 ※１.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。

従業員給与手当 2,423百万円

賞与引当金繰入額 239百万円

退職給付費用 224百万円

役員退職慰労引当金繰入額 4百万円

───────

　

 ※１.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。

従業員給与手当 2,954百万円

賞与引当金繰入額 185百万円

退職給付費用 280百万円

役員退職慰労引当金繰入額 12百万円

 ※２.希望退職者募集の結果に伴う割増加算退職金及び再

就職支援費用等です。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年９月30日現在）

 現金及び預金勘定    10,130百万円

 有価証券勘定 174百万円

 計 10,305百万円

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △526百万円

 満期期間が３ヶ月を超える有価証券 △174百万円

 現金及び現金同等物 9,603百万円

 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成23年９月30日現在）

 現金及び預金勘定    13,822百万円

 有価証券勘定 271百万円

 計 14,094百万円

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,305百万円

 満期期間が３ヶ月を超える有価証券 △271百万円

 現金及び現金同等物 12,516百万円

 

　

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成23年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日　至 

平成23年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

 普通株式　　　 52,143千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

 普通株式　　　　2,440千株

  

３．新株予約権等に関する事項

 該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項

　　配当金支払額 

（決　議）
株式の

種　類

配当金

の総額

（百万円）

１株当た

り配当額

（円）

基　準　日 効力発生日 配当の原資

平成23年３月25日

定時株主総会
普通株式  248  ５ 平成22年12月31日平成23年３月28日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日　至 平成22年９月30日）

 
オフィス関
連事業
（百万円）

設備機器関
連事業
（百万円） 

家庭用関連
事業

（百万円） 

保守サービ
ス関連事業

（百万円） 

計
（百万円）

消去又は全
社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対

する売上高
10,669 6,756 382 264 18,072     - 18,072

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

1 5     - 0 8 (8)     -

計 10,671 6,761 382 264 18,080 (8) 18,072

営業利益又は

営業損失(△)
△224 △564 △95 13 △870 (0) △870

　 

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日　至 平成22年９月30日）

 
オフィス関
連事業
（百万円）

設備機器関
連事業
（百万円） 

家庭用関連
事業

（百万円） 

保守サービ
ス関連事業

（百万円） 

計
（百万円）

消去又は全
社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対

する売上高
36,09523,071 2,096 789 62,053     - 62,053

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

7 11     - 4 23 (23)     -

計 36,10223,083 2,096 793 62,076 (23) 62,053

営業利益又は

営業損失(△)
967 △1,091 △89 61 △151 (0) △151

　（注）１．事業区分の方法

市場及び販売方法等の類似性に基づいて４つのセグメントに区分しております。

２．各事業区分の主な商品及び製品

①　オフィス関連事業……………事務用デスク及びチェア、収納家具、カウンター、パネル、金庫、オフィス

                              営繕、組立・施工等の物流サービス等

 ②　設備機器関連事業……………建築間仕切、物流設備機器、商業設備機器、研究設備機器等

 ③　家庭用関連事業………………学習デスク及びチェア、書斎机、書棚、福祉・介護用品、その他小物家具等

 ④　保守サービス関連事業………什器の修理、メンテナンス等

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日　至 平成22年９月30日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日  至 平成22年９月30日）

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 　

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日）

　   海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもの

です。

　当社グループは、製品・サービス別の製造販売体制のもと、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略

を立案し、事業活動を展開しております。

　したがって、当社グループは製品の種類及び販売市場の類似性を考慮した製品・サービス別のセグメント

から構成されており、「オフィス関連事業」及び「設備機器関連事業」の２つを報告セグメントとしており

ます。

　「オフィス関連事業」は、事務用デスク及びチェア、収納家具等の製造販売、オフィス営繕や組立・施工等

のサービスを行っております。「設備機器関連事業」は、建築間仕切、物流設備機器、研究設備機器等の製造

販売を行っております。　

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日  至 平成23年９月30日）　

　 （単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注）１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２ 

オフィス
関連事業

設備機器
関連事業

計

売上高        

外部顧客への売上

高
36,09126,73962,8302,62165,452 － 65,452

セグメント間の内
部売上高又は振替
高

7 16 23 5 29 △29 －

計 36,09826,75562,8542,62765,481 △29 65,452

セグメント利益又

は損失（△)
1,350 △717 632 △152 480 － 480

　
当第３四半期連結会計期間（自 平成23年７月１日  至 平成23年９月30日）　

　 （単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注）１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２ 

オフィス
関連事業

設備機器
関連事業

計

売上高        

外部顧客への売上

高
9,882 9,86019,743 641 20,384 － 20,384

セグメント間の内
部売上高又は振替
高

2 5 8 2 10 △10 －

計 9,885 9,86619,751 643 20,395 △10 20,384

セグメント損失

(△)
△286 △641 △928 △86 △1,014 － △1,014

　（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、家庭用家具事業及び保

守サービス事業等を含んでおります。

　２．セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失(△)と

一致しております。

　　

EDINET提出書類

株式会社イトーキ(E02371)

四半期報告書

26/32



３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

 当第３四半期連結会計期間（自 平成23年７月１日  至 平成23年９月30日） 

 (固定資産に係る重要な減損損失)

 　該当事項はありません。

 (のれんの金額の重要な変動)

 　該当事項はありません。

 (重要な負ののれん発生益)

　「設備機器関連事業」において、㈱ダルトン及び同社の子会社を新たに連結子会社としました。これ  に

よる負ののれん発生益の計上額は、当第３四半期連結会計期間において97百万円です。

　　

（追加情報）

　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日）を適用しております。

　

（金融商品関係）

　前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため、記載を省略しております。　

　

（有価証券関係）

　前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため、記載を省略しております。　

  

（デリバティブ取引関係）

　前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため、記載を省略しております。　

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

当第３四半期連結会計期間（自 平成23年７月１日  至 平成23年９月30日)

取得による企業結合

１．企業結合の概要

(1）被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称　　　株式会社ダルトン

事業の内容　　　　　　科学研究施設・粉体機械等の製造・販売

(2）企業結合を行った主な理由

研究施設機器事業において、営業効率を高め、両社ノウハウや技術力を更に融合させた差別化製品の開

発や、徹底した原価低減を図ることにより、市場での競争優位を獲得することを目的としています。

(3）企業結合日　　　　　　平成23年４月18日

(4）企業結合の法的形式　　現金を対価とする株式の取得

(5）結合後企業の名称　　　株式会社ダルトン

(6）取得した議決権比率

企業結合直前に所有していた議決権比率　　35.2％

企業結合日に追加取得した議決権比率　　　16.7％

取得後の議決権比率　　　　　　　　　　　51.9％

(7）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が、現金を対価とした株式取得により、株式会社ダルトンの議決権の過半数を取得したため。

　

２．四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

被取得企業の決算日は９月30日であり、みなし取得日を平成23年４月１日としているため、平成23年４月

１日から平成23年６月30日までの業績を計上しています。
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３．被取得企業の取得原価及びその内訳

企業結合直前に所有していた株式会社ダルトンの普通株式の時価 536百万円

企業結合日に追加取得した株式会社ダルトンの普通株式の時価 529百万円

取得に直接要した費用 6百万円

被取得企業の取得原価 1,072百万円

　

４．被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

段階取得に係る差損　　　　  126百万円

　

５．負ののれん発生益の金額及び発生原因

(1）負ののれん発生益の金額　　  97百万円

(2）発生原因　　　　　　　　　　企業結合時の時価純資産が取得原価を上回ったため。

　

６．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期連結累計期間に係る四半期

連結損益計算書に及ぼす影響の概算額

　売上高　　  　　　　　　8,736百万円

　経常利益　　  　　　　　  283百万円

　四半期純利益　　  　　　   56百万円

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。

　

（資産除去債務関係）

　第１四半期連結会計期間の期首における残高に比べて著しい変動がないため、記載を省略しております。　

　

（賃貸等不動産関係）

　前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため、記載を省略しております。　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年12月31日）

１株当たり純資産額 664.04円 １株当たり純資産額 707.70円

２．１株当たり四半期純損失金額等

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 9.17円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 33.53円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

四半期純損失（百万円） 464 1,666

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 464 1,666

期中平均株式数（千株） 50,595 49,704

 

前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 12.12円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 48.11円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

四半期純損失（百万円） 610 2,391

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 610 2,391

期中平均株式数（千株） 50,373 49,703

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

　前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため、記載しておりません。 

 

２【その他】

  該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年11月11日

株式会社イトーキ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 寺澤　　豊　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 渡部　　健　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社イトーキの

平成22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年

９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イトーキ及び連結子会社の平成22年９月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年11月10日

株式会社イトーキ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 渡部　　健　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 神前　泰洋　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社イトーキの

平成23年１月１日から平成23年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年７月１日から平成23年

９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イトーキ及び連結子会社の平成23年９月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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